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Ⅰ 概要  
１ 目標  

精神保健福祉センターは、精神保健福祉法（第６条）に規定されているとおり、精神保健及び精神障

害者福祉に関する知識普及を図り、調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑困難なものを行う

とともに、精神医療審査会の事務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５３条第１項及び法第４５条第１項の申請に関する

事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行う機関である。 

 精神保健福祉センターの目標は、地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医

療の推進から、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助に至るまで、広範囲

にわたっている。（「精神保健福祉センター運営要領」平成８年１月１９日健医発第５７号厚生省医療局

長通知） 

 

 

２ 沿革  
昭和２７年１２月 香川県精神衛生相談所設置条例公布 

          香川県高松保健所に併設される 

昭和４２年 ４月 香川県精神衛生センター条例公布 

          香川県精神衛生相談所設置条例は廃止され、高松市宮脇町４７８香川県保健衛生

センター内に香川県精神衛生センターが発足 

昭和４８年 ９月 高松市松島町１丁目１７番２８号香川県高松合同庁舎内に移転 

昭和６３年 ７月 精神保健法の施行に伴い「香川県精神衛生センター」から「香川県精神保健セン

ター」に名称変更 

平成 ７年 ７月 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に伴い「香川県精神保健センタ

ー」から「香川県精神保健福祉センター」に名称変更 

平成２３年 ６月 香川県精神保健福祉センター内に「ひきこもり地域支援センター アンダンテ」を

設置 
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３ 施設の概況  
建 物     専用床面積 482.8㎡ 

平 面 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 在 地  〒760-0068 高松市松島町１丁目１７番２８号（香川県高松合同庁舎４階） 

 (087)804-5565（総務）   (087)804-5566（地域支援） 

          (087)804-5567（自立支援） (087)835-5474（FAX） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
平成 28年 3月 31日現在 

 調理室 



 

- 3 - 

 

４ 組織及び職員  
（１）組織状況                          平成 28年 3月 31日現在 

             庶務担当     庶務・経理 

                      相談・指導 

             地域支援担当   企画調査・普及啓発・組織育成 

                          教育研修・技術援助 

所長  次長              精神医療審査会事務 

                   ひきこもり地域支援センター「アンダンテ」 

             自立支援担当   自立支援医療（精神通院）受給者証交付事務 

                          精神障害者保健福祉手帳交付事務  

             こころの電話相談 

 

（２）職員配置状況 

 所長 次長 副主幹 主任 
主任

技師 
技師 嘱託 計 

常勤 
職員 

技術職員 

医師 [1]       [1] 

保健師    1 1   2 

社会福祉  1  3 1   5 

心理    1    1 

事務職員    2    2 

非常勤
職員 

精神保健福祉相談       2 2 

電話相談       2 2 

計 [1] 1 0 7 2 0 4 14[1] 

 [ ]内は兼務 

 

（３）機能別職員配置状況 

 

 
事 務  医師 保健師 

精神保健 

福祉相談員 

臨床心理

技術者 

精神保健

福祉士 
その他 計 

常勤職員 2 [1] 2 6 （1） （3）  10[1] 

非常勤職員     2 1 1 4 

計 2 [1] 2 6 2（1） 1（3） 1 14[1] 

[ ]内は兼務，（ ）内は再掲 
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市   町 人 口(人) 面 積（㎢） 

香  川  県 976,263 1,876.72 

高  松  市 420,748 375.41 

丸  亀  市 110,010 111.78 

坂  出  市 53,164 92.49 

善 通 寺 市 32,927 39.93 

観 音 寺 市 59,409 117.84 

さ ぬ き 市 50,272 158.63 

東 か が わ 市 31,031 152.83 

三  豊  市 65,524 222.71 

小  豆  郡 
土 庄 町 14,002 74.37 

小豆島町 14,862 95.59 

木  田  郡 三 木 町 27,684 75.78 

香  川  郡 直 島 町 3,139 14.22 

綾  歌  郡 
宇多津町 18,952 8.10 

綾 川 町 23,610 109.75 

仲 多 度 郡 

琴 平 町 9,186 8.47 

多度津町 23,366 24.38 

まんのう町 18,377 194.45  さぬき市 

東かがわ市 

丸亀市 

小豆島町 

土庄町 

直島町 

三木町 

高松市 

まんのう町 

綾川町 

坂出市 宇多津町 

琴平町 

善通寺市 

観音寺市 

多度津町 

三豊市 

（平成 27年 10月 1日現在） 

５ 県内の市町 
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Ⅱ 業務実績  
１ 技術指導及び技術援助 

 

 精神保健福祉センター運営要領では、「地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町村及び関係諸

機関に対し、専門的立場から、積極的な技術指導及び技術援助を行う」とされており、本年度も次のとおり実施し

た。 

 

（１）保健所・市町への援助 

   保健所および市町の精神保健業務担当者と共に、定期的に行われるケース会議において個々のケースの

援助方針について検討した。また、定例の保健所担当者との精神保健福祉業務担当者会を開催し、意見交

換や協議を行い保健所との連携を図った。 

 

①保健所・市町ケース会議 

保健所名 市町 年月日 事例数 参加者数 

小豆総合事務所  
土 庄 町 27.6.16 2 15 

小豆島町  27.9．1 2 13 

東讃保健福祉事務所 

さ ぬ き 市  28.1.19 3 12 

東かがわ市 27.12.22 3 5 

三 木 町 27.9.15 10 9 

直 島 町 27.10.20 5 6 

中讃保健福祉事務所 

丸 亀 市 28.2．2 3 17 

坂 出 市 27.7.14 3 11 

善通寺市  27.12.1 5 9 

宇多津町  27.10.13 4 11 

綾 川 町 27.11.17 4 9 

琴 平 町 27.11.11 4 7 

多度津町  28.2.16 7 7 

まんのう町 27.7. 8  2 14 

西讃保健福祉事務所 
観音寺市  27.7.21 5 19 

三 豊 市 28.3. 1  6 14 

高松市保健センター  

27.8.18 5 11 

28.1. 5  4 9 

28.3.15 3 10 

合  計  80 208 
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②精神保健福祉業務担当者会 

 

③研修会の講師等（保健所・市町） 

年月日 事業名 対象 主催 担当 

27.6.23 
主任児童委員連絡会 
「ひきこもりへの支援について」 

主任児童委員

等 

小豆総合事務
所 

精神保健福
祉相談員 

27.6.30 
麻薬・覚せい剤・シンナー禍対策
推進員研修会 

推進員等 
小豆総合事務
所 

精神保健福
祉相談員 

27.11.6 

精神保健ネットワーク会議 
「アルコール・薬物問題の現状に
ついて」 

保健師等 
高松市保健セン
ター 

精神保健福
祉相談員 

27.9.15 精神保健福祉ボランティアの集い ボランティア 
西讃保健福祉
事務所 

精神保健福
祉相談員 

28.2.16 ひきこもりの家族教室 家族等 
小豆総合事務
所 

臨床心理士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日 内容 

27.5.20 

・講義 『精神科医療を利用している人達（主に統合失調症）へのサポート』 

 講師：グループホームネット香川 理事  内田 考 氏 

・各保健所の事業内容について 

28.2.18 

・講演『生きづらさを抱えた人たちへの具体的支援を学ぶ  

－境界性パーソナリティ障害の理解と対応－』 

講師：帝京大学附属病院 精神科病院教授 林 直樹 氏 

「アディクション関連問題研修会」を振り替える 
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（２） 行政等関係機関への援助 

①行政等関係機関への援助 

関係行政機関等の委員会、協議会の委員として会議等に参加した。 

年月日 事業名 担当 

27.4.24 健康福祉部所長・課長会議 医師 

27.5.18 
香川県精神保健福祉協会理事会 医師 

27.9.9  

27.5.19 

香川県地域精神科医療連携体制推進協議会 医師 27.9.1  

28.3. 8  

27.5.25 

香川県成人期発達障害支援体制検討部会 臨床心理士 27.10.27 

28.2. 9  

27.8.31 香川県かかりつけ医うつ病対応力向上研修企画委員会 医師 

27.7. 2  
精神障害者ピアサポーター活用事業検討会 保健師 

27.11.13 

27.7.22 かがわ若者自立支援ネットワーク連携会議（県西部地域） 精神保健福祉相談員 

27.7.28 香川県被害者支援連絡協議会総会 医師 

27.9.29 中国四国地区薬物中毒対策連絡会議 精神保健福祉相談員 

27.10.15 家事関係機関と家庭裁判所との連絡協議会 臨床心理士 

27.11.24 高松北警察署管内被害者支援連絡協議会 医師 

28.1.20 薬物依存のある保護観察対象者等に係る地域連絡協議会 精神保健福祉相談員 

28.1.22 多重債務者対策協議会 臨床心理士 

28.3.10 障害者就業・生活支援センター事業関係機関連絡会議 保健師 

28.3.11 精神科救急医療システム連絡調整委員会 医師 

28.3.16 高次脳機能障害支援普及事業関係機関連絡協議会 医師 

28.3.22 香川県障害者虐待防止連絡調整会議 臨床心理士 
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②精神障害者地域移行・地域定着支援事業における援助 

 

③心神喪失者等医療観察制度における援助 

   平成 17年 7月からの医療観察法施行に伴い、当センターにおいても運営連絡協議会、地域連絡協議会、

ケア会議の構成機関として、対象者の社会復帰を支援している。 

 

④自立支援協議会への協力 

   香川県自立支援協議会及び地域自立支援協議会の構成機関として参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 回数 担当 

精神障害者地域移行・地域定着推進協議会 1 医師 

圏域部会 

高松市精神保健ネットワーク会議 3 精神保健福祉相談員 

中讃圏域精神保健福祉関係ネットワーク会議 3 保健師 

東讃圏域ネットワーク会議 1 保健師 

西讃圏域協議会 2 精神保健福祉相談員 

名称 回数 担当 

運営連絡協議会  1 医師 

地域連絡協議会  1 精神保健福祉相談員 

ケア会議 

高 松 市 2 精神保健福祉相談員 

東 讃 3 保健師 

中 讃 5 精神保健福祉相談員、臨床心理士 

名称 回数 担当 

香川県自立支援協議会 2 精神保健福祉相談員 

高松圏域自立支援協議会（部会を含む） 12 精神保健福祉相談員 

大川圏域自立支援協議会 7 保健師 

中讃東圏域地域自立支援協議会 1 臨床心理士 
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⑤研修会の講師等（行政等関係機関）  

 

年月日 事業名 対象 主催 担当 

27.4.23 

27.9.29 
障害程度区分認定調査員研修 

市町、委託事業

所職員 
県 臨床心理士 

27.5.18 

27.8.31 

28.1.19 

薬物依存等の依存症についてのセ
ミナー 

入所者 讃岐修斉会 
精神保健福祉相

談員 

27.7.30 

27.9. 3  

27.12.17 

28.2.12 

矯正教育プログラム（薬物非行） 
在院少年、 

保護者、教官、
関係者 

四国少年院 
精神保健福祉相

談員 

27.7.5  
（香川県）障害者初級スポーツ指
導員養成講習会 

一般 
かがわ総合リハビリ

テーションセンター 

精神保健福祉相

談員 

27.9.9  

28.2.1  

薬物依存のある保護観察対象者等
の引受人・家族会 

家族、引受人 高松保護観察所 
精神保健福祉相

談員 

27.9.14 
香川県単位民児協副会長・中堅民
生委員児童委員研修会 

民生委員 
児童委員 

民生委員児童委員

協議会連合会等 

精神保健福祉相

談員 

27.10.8 高松市衛生管理研修 市職員 高松市 
精神保健福祉相

談員 

27.11.19 薬物乱用防止教育講演会 生徒 
高松市立紫雲中学

校 

精神保健福祉相

談員 

27.12.20 
香川県かかりつけ医うつ病対応力
向上研修 

医師等 県 医師 

28.1.12 職員研修「依存症について」 職員 竜雲少年農場 
精神保健福祉相

談員 

28.1.17 
高松東讃地区アルコール問題市民
公開セミナー 

一般 香川県断酒会 保健師 

28.1.31 
ひきこもりサポーターフォローアップ
研修 

ひきこもりサ
ポーター 

県 臨床心理士 

28.2. 4  
青少年相談機関に関する中国・四
国ブロック連絡会議  

青少年相談
機関職員等 

内閣府 臨床心理士 

28.2.13 
児童・生徒のメンタルヘルス対応へのメン

タルヘルスアップ・リーダー養成講座 
教員 

香川大学メンプロ

事務局 

精神保健福祉相

談員 

28.3. 9  薬物乱用防止教育講演会 生徒 
高松市立協和中学

校 

精神保健福祉相

談員 

28.3.10 

自殺予防に向けたメンタルヘルス向
上に関する研究プロジェクト交流集
会 

メンプロリーダー

養成講座修了者

等 

香川大学メンプロ

事務局 

精神保健福祉相

談員 

28.3.24 薬物依存に関する職員研修 職員 四国少年院 
精神保健福祉相

談員 
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⑥コンサルテーション 

  関係機関の援助者に対し、コンサルテーションを実施している。下記以外にも面談や電話・メールによりケース

対応等に関する助言を適宜実施している。 

 

 

 

 

 

年月日 関係者 内容 方法 担当 

27.4.20 

～12.2 
高等学校教員 自殺企図をした生徒のケア 

面談、電話 
メール 

精神科医師， 

精神保健福祉相談

員 

27.4.20 新聞社 五月病について 面談 精神科医師 

27.5.12

～29 

医療機関， 

地域包括支援センタ
ー 

頻回に救急搬送される未治療
者への対応 

電話、訪問 
精神保健福祉相談

員 

27.5.14 保健所 自殺企図者について 電話 
精神保健福祉相談

員 

27.5.14 医療機関 統合失調症患者について 電話 
精神保健福祉相談

員 

27.5.18 

28.3. 3  
障害者支援施設 

性的問題のある障害者への対
応 

ケース会議 
精神保健福祉相談

員 

27.5.29 放送局 依存症について 面談 
精神保健福祉相談

員 

27.7.13 高等学校教員 人格障害の保護者への対応 面談 精神科医師 

27.8. 3  保健所 依存症者の対応について 電話 
精神保健福祉相談

員 

27.8. 3  新聞社 女性の依存症について 電話 
精神保健福祉相談

員 

27.10.24 新聞社 クレプトマニアについて 面談 
精神保健福祉相談

員 

27.10.26 中学校教員 思春期の心の健康 面談 精神科医師 

27.11.16 
四国地方更生保護委
員会 

薬物事犯受刑者に関するケア
会議 

ケース会議 
精神保健福祉相談

員 

27.12.25 

28.1. 6  

28.3. 2  

保健センター 
ひきこもり事例への支援につ
いて 

ケース会議 
精神保健福祉相談

員 

臨床心理士 

28.1.18 社会福祉施設 保護者への対応 面談 精神科医 

随時 自助グループ 依存症自助グループについて 面談、電話 
精神保健福祉相談

員 
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２ 教育研修 

 

（１）精神保健福祉関係職員等に対する教育研修  地域精神保健福祉業務に携わる関係機関職員の精神保健福祉に関する知識・技術の向上を図り、
効果的で円滑な関係機関の連携を図ることを目的として行っている。 

 

 

区分 年月日 内容 対象 参加数 

ひきこもり対策研
修会 

27.9.18 

『ひきこもり家庭の生活設計 －もし、わ
が子が働けなかったら－』 

 
講師:ファイナンシャルプランナー 
   浜田 裕也 氏 

保 健 ・ 医
療・教育・
福祉等の関
係職員及び
ひきこもり
当事者の親 

125 

市町・保健所及び関
係機関精神保健福
祉業務担当者研修
会 

27.10.23 

『地域精神保健福祉活動を考える 
－それぞれの立場から－』 

 
講師：四国学院大学  

教授 西谷 清美 氏 

市町・保健
所及び関係
機関精神保
健福祉業務
担当者 

32 

思春期精神保健研
修会 

27.11.26 

『思春期のネット依存・スマホ依存 現状
とその対応』 

 
講師: 独立行政法人  

国立病院機構 久里浜医療センター  
院長 樋口 進 氏 

保 健 ・ 医
療・教育・
福祉等の関
係職員及び
関心のある
方 

144 

アディクション関
連問題研修会 

28.2.18 

『生きづらさを抱えた人たちへの具体的支
援を学ぶ －境界性パーソナリティ障害
の理解と対応－』 

 
講師：帝京大学附属病院 精神科 

病院教授 林 直樹 氏 

アディクシ
ョン関連問
題に関わる
各機関の支
援者 

145 

アディクション相
談会 

27.5 

～28.1 

(全 5回) 

『アディクションとその関連問題』等 
 
講師：新阿武山クリニック  

精神保健福祉相談員  
西川 京子 氏 

アディクシ
ョン関連問
題を抱える
当事者・家
族および支
援者 

延べ 

151 

アディクション関
連問題対応力向上
研修会 

27.5 

～28.1 

(全 5回) 

TAMARPP（マトリックスモデルに基づく認知
行動療法：TAMA mental health and welfare 
center Relapse Prevention Program）を学
ぶ研修会 
 
講師：新阿武山クリニック  

精神保健福祉相談員  
西川 京子 氏  

アディクシ
ョン関連問
題を抱える
当事者・家
族および支
援者 

延べ 

156 
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（２）当事者・ボランティア等に対する教育研修 

  平成 3 年度から開催している研修会を、平成 8 年度より「みんなの精神保健福祉を語ろう会」に改

称している。当事者や家族、関係者で構成された実行委員会を結成し、実施した。 

 

（３）学生・実習生等に対する教育  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 年月日 内容 場所 参加数 

みんなの精神保
健福祉を語ろう
会 実行委員会 

27.5 

～28.1 

(全 6回) 

平成 27年度 みんなの精神保健福祉を語
ろう会について 

精神保健福
祉センター 

実人員：15 

延人員：74 

みんなの精神保
健福祉を語ろう
会 

27.12.7 

テーマ「＠社会で暮らす！」 

 

・講演「統合失調症の発病から寛解まで」 
講師：NOP法人ぴあ 

「ルーテル作業センタームゲン」
理事長 佐野 卓志 

・交流会 助言者:佐野 卓志、佐野 波津子 

香川県青年
センター 

106 

年月日  対象 講座名 人数 

27.6.17 高松家庭裁判所調査官 ひきこもり地域支援センターの業務の把握 3 

27.7.7  新任社会福祉等職員 精神保健福祉センターの精神保健福祉業務の把握 14 

27.7.22 山梨県議会議員 
政務調査 
「香川県におけるひきこもり支援対策について」 

8 

27.8.11 筑波大学大学院学生 ひきこもり地域支援センターのアウトリーチ型支援 1 

27.8.28 
香川県庁インターンシ

ップ生（福祉・心理） 
精神保健福祉センターの精神保健福祉業務の把握 7 
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３ 精神保健福祉相談 

   精神保健福祉相談として、精神保健及び精神障害者福祉に関する相談を次のとおり実施した。 

 なお当センターにおいて実施していた診療及び精神科デイケアは平成 23年 11月から休止している。 

 

（１）来所相談・訪問 

①相談件数の推移（訪問を含む）    

 

②相談の内訳（延べ相談件数） 

ア：相談種別   

 

イ：相談種別（再掲） 

 

 

 

ウ：対象者の性別内訳 

男性 女性 合計 

551 445 996 

 

エ：対象者との関係（重複あり） 

本人 家族 その他 

681 405 1 

 

 

 

 

 

 H25 H26 H27  訪問指導（再掲） 

実人員 216 205 222 実人員 18 

 
新規 

 
151 

 
116 

 
139 延べ件数 64 

継続 65 89 83 

 

ひきこもり 

 

57 

延べ件数 892 862 996 自殺関連 1 

 その他 6 

老人 

精神保健 

社会 

復帰 

アルコ

ール 
薬物 

ギャン 

ブル 
思春期 

心の健康 

づくり 

うつ・ 

うつ状態 

摂食 

障害 

てん

かん 
その他 合計 

2 59 6 9 8 344 347 47 5 0 169 996 

ひきこもり 発達障害 自殺関連 犯罪被害 災害 

448 28 13 1 0 
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オ：処遇（重複あり）  

処遇 件数 

 

処遇 件数 

インテーク 143 

文書作成 

意見書 1 

カウンセリング 577 鑑定書 0 

家族カウンセリング 268 照会文 0 

保健指導 7 

情報提供 

年金 2 

ケースワーク 44 手帳 2 

心理療法 5 自立支援医療 1 

心理検査 4 デイケア 1 

紹介状 
往診 0 その他 13 

返信 0 
その他 4 

関係機関連絡 5 

 

③新規相談 

 ア：対象者の性別・年代別内訳 

 

イ：紹介経路 

医療関係 
保健・ 

福祉関係 
教育関係 

広報・ 

電話帳等 

インター 

ネット 
既知 その他 不明 合計 

11 29 7 8 38 4 28 14 139 

 

ウ：対象者の居住地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 不明 合計 

男性 1 12 18 20 15 8 3 3 4 84 

女性 0 12 11 15 10 1 3 1 2 55 

合計 1 24 29 35 25 9 6 4 6 139 

市町 人数 

 

市町 人数 

高松市 101 三木町 5 

丸亀市 2 直島町 0 

坂出市 5 宇多津町 0 

善通寺市 0 綾川町 6 

観音寺市 2 琴平町 1 

さぬき市 2 多度津町 2 

東かがわ市 3 まんのう町 2 

三豊市 0 県外 2 

土庄町 1 不明 5 

小豆島町 0 合計 139 
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（２）電話相談 

①相談件数の推移 

 H25 H26 H27 

新規 841 1,025 1,131 

継続 1,554 2,169 4,119 

延べ件数 2,395 3,194 5,250 

 

②相談の内訳（延べ相談件数） 

ア：相談種別   

 

イ：相談種別（再掲） 

 

 

 

ウ：対象者の性別・年代別内訳 

 

エ：対象者の職業 

有職 無職  学生 その他 不明 合計 

1,116 3,311 157 595 71 5.250 

 

オ：対象者との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人 

精神保健 

社会 

復帰 

アルコ

ール 
薬物 

ギャン 

ブル 
思春期 

心の健康 

づくり 

うつ・ 

うつ状態 

摂食 

障害 

てん

かん 
その他 合計 

29 149 18 12 6 204 1,507 217 2 0 3,106 5,250 

ひきこもり 発達障害 自殺関連 犯罪被害 災害 

158 40 82 0 0 

 ～9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 不明 合計 

男性 3 78 255 535 818 340 33 15 360 2,437 

女性 1 47 58 125 338 1,178 134 32 851 2,764 

不明 2 9 3 3 2 0 0 0 30 49 

合計 6 134 316 663 1,158 1,518 167 47 1,241 5,250 

本人 配偶者 親 子 
その他 

親族 
その他 合計 

4,680 60 330 32 68 80 5,250 
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カ：相談内容 

内  容 件数 

精神的な病気・障害に関すること 

 

不安・疑問 311 

診療機関・相談機関 105 

その他 48 

行動上の問題 

 

非社会的行動 113 

反社会的行動 7 

その他 29 

対人関係に関する問題 

 

家族 160 

職場 43 

学校 13 

その他 95 

依存の問題 

 

アルコール 13 

薬物 13 

ギャンブル 15 

摂食障害 8 

その他 9 

心の健康に関すること 67 

性に関すること 9 

制度・福祉的なこと 57 

話を聞いてほしい 3,889 

その他 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ：紹介経路（新規相談） 

紹介経路 件数 

医療関係 30 

保健・福祉関係 64 

教育関係 11 

広報・電話帳等 38 

インターネット 62 

既知 60 

その他 60 

不明 806 

合 計 1,131 

 

ク：対応（重複あり）  

処 遇 件数 

傾聴・助言 4,881 

情報 

提供 

医療機関 113 

保健所・市町 53 

福祉機関 62 

自助団体 18 

その他 97 

来所予約 127 

その他 63 

 

ケ：所要時間 

所要時間 件数 

～5分 988 

～15分 1,781 

～30分 1,346 

～60分 793 

60分～ 342 

合 計 5,250 
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（３）メール相談 

①相談件数の推移 

 H25 H26 H27 

実件数 60 59 49 

延べ件数 83 98 72 

 

②相談の内訳（延べ相談件数） 

ア：相談種別    

イ：相談種別（再掲） 

 

 

 

ウ：相談者の性別・年代別内訳 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 不明 合計 

男性 1 4 7 2 1 2 1 0 18 

女性 2 9 7 12 5 0 0 10 45 

不明 1 0 0 0 0 0 0 8 9 

合計 4 13 14 14 6 2 1 18 72 

 

エ：相談者の職業 

有職 無職 学生 その他 不明 合計 

14 22 9 3 24 72 

 

オ：対象者との関係 

 

 

 

老人 

精神保健 

社会 

復帰 

アルコ

ール 
薬物 

ギャン 

ブル 
思春期 

心の健康 

づくり 

うつ・ 

うつ状態 

摂食 

障害 

てん

かん 
その他 合計 

3 6 0 0 0 13 16 8 0 0 26 72 

ひきこもり 発達障害 自殺関連 犯罪被害 災害 

16 3 4 1 0 

本人 家族 友人知人 その他 合計 
 

処 遇 件数 

52 17 1 2 72 カウンセリング ７ 

紹介 ４ 

情報提供 50 

その他 0 

返信せず（できず） 11 

カ：対応（重複） 



 

- 18 - 

 

（４）特定相談（再掲） 

昭和 64年 1月 5日付保健医療局長通知「精神保健センターにおける特定相談事業実施要領について」

に基づく特定相談事業の一環として、アルコール関連問題および思春期精神保健に関する相談指導等

を実施している。 

 

①アルコール関連問題に関する相談指導等 

ア：相談件数（再掲） 

 来所相談 電話相談 メール相談 

延べ件数 
6 

（実人員：3） 
18 0 

 

イ：女性酒害者の会「オリーブの会」 

昭和 62年 5月、当センターの主体的な関与により、女性のための断酒例会が発足した。会員個々の

人間的成長とセルフヘルプ・グループとしての成熟を目指して開催している。 

回数 
参加数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

21 13 82 
毎月第 2火曜日 14：00 ～ 16：00 

  第 4水曜日 13：30 ～ 15：30 

体験発表 

グループミーティング 

 

 

②思春期精神保健に関する相談指導等 

ア：相談件数（再掲） 

 来所相談・訪問指導 電話相談 メール相談 

延べ件数 
344 

（実人員：64） 
204 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 19 - 

 

（５）集団活動 

  個別での相談以外に、同じ悩みや問題を抱える当事者や家族を対象とした小集団による活動を実施

している。 

 

①ひきこもり親のグループワーク 

 ひきこもりの子どもを持つ親を対象とし、自由な雰囲気の中、話し合うことでリフレッシュを図り、

子どもの状態に対する不安を解消する場としている。今年度は、CRAFT（コミュニティ強化と家

族訓練：Community  Reinforcement and Family Training）を基にした、コミュニケーショ

ンについての講義を４回シリーズで実施したほか、父親のみのグループワークを 1回開催した。 

回数 
参加数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

13 14 78 
原則毎月第 2金曜日 

13：30 ～ 15：00 
グループミーティング 

 

②ひきこもり当事者の集団活動 

ひきこもり当事者の社会参加へのステップアップを目的とした当事者の集団活動を平成 25 年 10月

から開催している。参加者は少ない状況が続いているが、ひきこもりサポーターの協力も得ながら、

個々のニーズに合った支援内容を展開している。 

回数 
参加数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

23 5 29 
毎月 2回 

13：30 ～ 15：00 
集団活動 

 

③アディクション家族交流会 

アディクション問題を抱える家族の交流を目的として、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症

者の家族を対象とした家族交流会を開催している。なお、午前は行為依存（ギャンブル等）、午後は物

質依存（アルコール、薬物等）の家族の交流会とした。 

回数 
参加数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

12 0 0 
毎月第 3月曜日  

10：00 ～ 12：00（行為依存） 体験発表 
グループミーティング 

12 4 20 
毎月第 3月曜日 

 14：00 ～ 16：00（物質依存） 
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４ 普 及 啓 発 

  

一般住民に対し精神保健福祉や精神障害についての正しい知識、精神障害者の権利擁護等について普

及啓発を行うことを目的として、次のとおり実施している。 

  

（１）自殺予防週間および自殺対策強化月間における活動 

  自殺予防週間および自殺対策強化月間においては、電話相談の相談受付時間を延長し、閉庁日（期

間内のうち 1 日）に特別開設するなど、相談体制を強化している。また期間内には、香川県弁護士会

との共催で「暮らしとこころの総合相談」を実施している。 

 

（２）ゲートキーパー普及啓発事業 

平成 25年度より、本事業の一環として『ゲートキーパー講師派遣事業』を実施している。自らがゲ

ートキーパーとして自殺予防に取り組むために必要な基礎的知識と予防の実際について学習するため

に、依頼に応じて講師を派遣しており、講師については、当センター職員および香川大学医学部精神神

経医学講座・学内講師の嶋宏美氏が担当した。 

実施日 申込者 対 象 参加数 

27.12.2 県立志度高校 職員 30 

27.12.7 徳島文理大学薬学部 薬学部生 16 

27.12.16 香川高等専門学校 学生および職員 185 

28.1.13 香川短期大学 学生 25 

28.2.24 四国学院大学 学生 19 

28.3. 2  株式会社タダノ 保健委員 25 

28.3. 9  香川県薬剤師会 薬剤師 43 

28.3.14 香川県専修学校各種学校連合会 教員および職員 38 

 

（４）精神保健福祉協会に関する活動 

  香川県精神保健福祉協会が毎年開催する「香川県精神保健福祉大会」や「こころの健康展」につい

て企画や運営に協力している。 

 

（５）図書、DVD等の整備 

  当センターの図書室は、センターの受付時間内に利用することができ、貸し出しも行っている。開

架式をとっているため、直接手にとって閲覧することができる。蔵書は精神医学、精神保健、精神障

害者の福祉に関するものを中心に約 2,700冊、ＤＶＤなどの視聴覚資料は約 70本あり、精神保健福祉

関係者や学生、当事者、家族、ボランティアなどが利用している。また、関係機関より送付される報

告書、関係紙等は一般には得られにくい資料として貴重なものである。図書検索のためのデータベー

スを作成し、活用している。 

 

（６）ホームページの更新 

  URL：http://www.pref.kagawa.jp/seishinhoken/index.html 

平成 27年度は年間 14回更新し、講演会のお知らせ等タイムリーな情報提供に努めた。自立支援

医療、ひきこもり地域支援センター、相談のページなどへのアクセスが多い。 

http://www.pref.kagawa.jp/seishinhoken/index.html


 

- 21 - 

 

 

（７）「心のけんこう」の発行 

  精神保健福祉に関わる関係機関や業務従事者に対し、広報・啓発を目的としてセンターだより「心

のけんこう」を年 1回発行している。 

  平成 27年度は、当センターが開催したアディクション関連問題についての研修会やひきこもり対

策研修会、思春期精神保健研修会、みんなの精神保健福祉を語ろう会の内容などを掲載した。 
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５  組 織 育 成 

 

 精神保健福祉活動に携わる民間の組織・団体の育成を図る支援を行うため、当センターでは精神障害

者家族会や関係団体に対し、助言・協力等の援助を実施している。 

 

（１）精神障害者家族会 

  香川県精神障害者家族会連合会は昭和 48年に結成されている。当センターでは大会運営等への協力

により、その支援に関わっている。 

  

（２）断酒会 

  香川県断酒会は昭和 41年に結成され、断酒例会を県内各地で開催している。当センターでは側面的

支援として関わりを持っている。 

 

（３）女性酒害者の会「オリーブの会」（再掲） 

昭和 62年 5月、当センターの主体的な関与により、女性のための断酒例会が発足した。会員個々の

人間的成長とセルフヘルプ・グループとしての成熟を目指して開催している。 

回数 
参加数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

21 13 82 
毎月第 2火曜日 14：00 ～ 16：00 

  第 4水曜日 13：30 ～ 15：30 

体験発表 

グループミーティング 

 

（４）香川ダルク支援会 

   平成 21年 12月に「香川ダルク設立準備会」が発足し、当センターは準備会メンバーとして関与し

てきた。平成 23年 12月に香川ダルク発足後は、「香川ダルク支援会」のサポートメンバーとして会合

に出席する等の協力・支援を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日 内 容 場 所 参加数（延） 担  当 

27.4～28.3 
本部例会（毎月 1回）
への協力 

香川県 
高松合同庁舎 

252 
保健師、臨床心理士、 
精神保健福祉相談員 
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６ 自殺対策事業 

 

（１）自殺予防のためのハイリスク対象者訪問等支援事業 

平成 22 年 7 月より自殺未遂者の再度の自殺を防ぐために、救急医療機関（香川県立中央病院）や保

健所等との連携のもと、本事業を開始した。自殺企図をして救急搬送された未遂者に対し当センターか

らの精神保健福祉的な支援が必要と判断された場合、家族もしくは本人に本事業を紹介し、治療終了後、

同意の得られた方に当センターが継続的に支援を行うものである。本事業の実施にかかる検証と、今後

の一層の自殺予防に向け、香川県立中央病院との連絡会を定期的に開催している。 

また、関係機関からの自殺企図の相談や連絡を受けるほか、本人からの相談の中で自殺企図の可能性

が高いと判断されるケースについても対応しており、数年にわたり支援を継続しているケースもある。 

 

（２）自殺予防のための医療機関と相談機関連絡支援会議 

平成 24年度から実施した県内の 2次救急病院訪問調査結果から、実際に自殺企図で 2次救急病院に搬

送される人がいるものの、治療後のフォローについては医療機関としての限界も存在し、関係機関との

連携はこれまで特にされていないことが分かった。また、スタッフが自殺未遂者の対応に苦慮している

ことなどの課題点が明らかとなった。 

この結果を踏まえ、2 次救急病院を訪問し、連携のための情報交換と自殺未遂者のためのリーフレッ

トを配布したほか、2次救急病院と支援機関との連携を強化するとともに、支援者の基礎知識の獲得と

スキル向上を目的として、連絡支援会議および対応力向上研修をあわせて実施した。 

 

実施日 内容 対 象 参加数 

27. 9.16 
・各機関の現状と対応の様子 

・課題の提示と意見交換 

2次救急病院 

 

保健所 

 

精神保健福祉セ

ンター 

20 

27.11.18 

・講義『自殺企図者の心に寄り添う』 

香川大学医学部附属病院精神神経医学講座 

  学内講師 嶋 宏美 氏 

22 

 

（３）ゲートキーパー普及啓発事業（再掲） 

平成 25年度より本事業の一環として、『ゲートキーパー講師派遣事業』を実施している。自らがゲー

トキーパーとして自殺予防に取り組むために必要な基礎的知識と予防の実際について学習するために、

依頼に応じて講師を派遣しており、講師については、当センター職員および香川大学医学部精神神経医

学講座・学内講師の嶋宏美氏が担当した。 

 

（５）自殺予防のためのアディクション関連問題家族等支援事業 

「自殺総合対策大綱」の中で、依存症は自殺の危険因子である精神疾患として位置付けられている。 

当センターでは、下記の内容を通してアディクションの問題の理解を深めるとともに、当事者家族が

対応や支援の方法を学び、自殺を予防することを目的として実施した。 

 

①アディクション相談会（再掲） 

アディクション関連問題を抱える当事者、家族および支援者が、アディクションに関連する問題や

回復に至る過程について学び、正しい理解を深めることを目的としてアディクション相談会を開催し、

講師については新阿武山クリニック・精神保健福祉相談員の西川京子氏が担当した。計 5 回開催し、



 

- 24 - 

 

延べ 151名が参加した。 

 

②アディクション家族交流会（再掲） 

アディクション問題を抱える家族の交流を目的として、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症

者の家族を対象としたアディクション家族交流会を開催した。なお、午前は行為依存（ギャンブル等）、

午後は物質依存（アルコール、薬物等）の家族を対象とした。 

回数 
参加数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

12 0 0 
毎月第 3月曜日  

10：00 ～ 12：00（行為依存） 体験発表 
グループミーティング 

12 4 20 
毎月第 3月曜日 

 14：00 ～ 16：00（物質依存） 

 

 

（６）自殺予防のためのアディクション関連問題対応力向上事業（再掲） 

 アディクション問題と自殺との関連は深く、アディクション問題に寄与する支援者の育成が求められ

ているところであり、支援者のスキル向上を目的として、今年度は TAMARPP（マトリックスモデルに基づ

く認知行動療法：TAMA mental health and welfare center Relapse Prevention Program）を学ぶ研修

会を開催した。講師については、新阿武山クリニック・精神保健福祉相談員の西川京子氏が担当した。

計 5回開催し、医療、福祉、司法、行政関係者ら延べ 156名が参加した。 
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７ ひきこもり対策事業 
 

 ひきこもり当事者や家族を支援し、福祉の推進を図ることを目的に、ひきこもり対策推進事業実施要 

領（平成 21年 5月 8日付厚生労働省社会・援護局長通知）に基づき、当センター内にひきこもり地域 

支援センター“Andante（アンダンテ）”を開設した。（開設日：平成 23年 6月 20日） 

 ひきこもり地域支援センターを中心に、以下の事業を行った。 

 

（１）来所相談（再掲） 

①相談件数の推移（訪問を含む） 

 

②相談者内訳 

ア：相談者（本年度初回来談時） 

 

 

 

 

 イ：当事者の性別内訳 

 男性 女性 

実人員 75 60 15 

% 100.0% 80.0% 20.0% 

 

（２）電話相談（再掲） 

 H25 H26 H27 

新規 66 99 88 

継続 28 98 70 

延べ件数 94 197 158 

 

（３）メール相談（再掲） 

 

 

 H25 H26 H27 
 

訪問指導（再掲） 

実人員 68 79 75 実人員 12 

 
新規 

 
44 

 
51 

 
42 

  
男性 

 
8 

継続 24 28 33 女性 4 

延べ件数 359 331 448  延べ件数 57 

 本人のみ 本人と家族 家族のみ 

実人員 75 13 2 60 

% 100.0% 17.3% 2.7% 80.0% 

 H25 H26 H27 

 

文書相談（H27年度） 

実件数 15 8 6 実人員 1 

延べ件数 19 9 16 延べ件数 37 
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（４）ひきこもり親のグループワーク（再掲） 

   ひきこもりの子どもを持つ親を対象とし、自由な雰囲気の中、話し合うことでリフレッシュを図り、

子どもの状態に対する不安を解消する場としている。 

回数 
参加数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

13 14 78 
原則毎月第 2金曜日 

13：30 ～ 15：00 
グループミーティング 

 

（５）ひきこもり当事者の集団活動（再掲） 

ひきこもり当事者の社会参加へのステップアップを目的とした当事者の集団活動を平成 25 年 10月

から開催している。参加者は少ない状況が続いているが、ひきこもりサポーターの協力も得ながら、

個々のニーズに合った支援内容を展開している。 

回数 
参加数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

23 5 29 
毎月 2回 

  13：30 ～ 15：00 
集団活動 

 

（６）ひきこもり対策研修会（再掲） 

 

（７）ひきこもり対策連絡協議会 

ひきこもり支援に携わる関係機関の連携を強化し、支援体制の充実を図るとともに、県内のひきこ

もり対策が円滑に推進されるよう、ひきこもり対策連絡協議会を年 2回開催している。 

  年月日 内  容 参加機関数 

第 1回 27. 8.24 

(1) ひきこもり地域支援センターの活動について 

(2) 各機関におけるひきこもり支援（対応）状況について 

(3) ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業について 

17機関， 

市町担当

職員 

第 2回 28.1.21 

事例検討 2題 

助言者  元香川大学教育学部教授・保健管理センター所長 

小柳 晴生 氏 

19機関 

 

（８）ひきこもりサポーター登録・名簿管理 

  県内で実施されているひきこもりサポーター養成研修事業・派遣事業について、当センターはひき

こもりサポーターの登録および名簿管理を担っている。また事業の円滑な実施のために、必要に応じ

て市町等に対し助言を行っている。 

 

 

年月日 内         容 対 象 者 参加数 

27.9.18 

講演：『ひきこもり家庭の生活設計  
－もし、わが子が働けなかったら－』 

 
講師:ファイナンシャルプランナー 浜田 裕也 氏 

保健・医療・教育・
福祉等の関係職員
及びひきこもり当
事者の親 

125 
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８ 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療（精神通院医療） 
  

精神保健福祉法第 45条第 1項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の申請に対する審査・交付事務

及び障害者総合支援法第 52条第 1項の規定に基づく自立支援医療（精神通院医療）の支給認定を行って

いる。 

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明し、手帳の交付を受けたものに

対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促

進を図ることを目的とする。 

 自立支援医療費（精神通院医療）は精神障害者の自立を支援し適正な精神医療を普及するものであり、

その給付水準は、原則として医療費の自己負担を 1割とするものである。ただし、世帯の所得水準に応

じて 1ヶ月当たりの負担額に上限額を設定するものである。 

 

（平成 27年度） 

 

368 364 362 367 373
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822
922

1,043
1,145

1,271

8,717
9,081

9,487
9,827 10,144

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

H23 H24 H25 H26 H27

自
立
支
援
医
療
認
定
者
数

（
人
）

手
帳
所
持
者
数

（
人
）

精神保健福祉手帳所持者・自立支援医療認定者数の推移（各年度末現在）

3級

2級

1級

医療

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳交付状況       自立支援医療（精神通院医療）認定状況 

申請件数 
新  規  510 

 

申請件数 
新  規 1,011 

更  新 2,234 再認定 9,506 

交付件数 
新  規  498 

認定件数 
新  規 1,009 

更  新 2,215 再認定 9,501 

県外からの転入   36 変 更 2,324 

再 交 付   83 再 交 付  150 
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市町別精神障害者保健福祉手帳所持者数・自立支援医療（精神通院医療）認定者数 

（平成 28年 3月 31日現在） 

 

 

 

 

 

 

保 健 所 市 町 名 
精神障害者手帳 自立支援医療 

（精神通院医療） 1級 2級 3級 合計 

小豆総合事務所  
土 庄 町  3 53 21 77 128 

小 豆 島 町  6 72 27 105 159 

計 9 125 48 182 287 

東讃保健福祉事務所 

さ ぬ き 市  19 151 53 223 510 

東かがわ市  10 105 27 142 290 

三 木 町   8 90 27 125 258 

直 島 町  0 6 1 7 19 

計 37 352 108 497 1,077 

中讃保健福祉事務所 

坂 出 市  25 247 81 353 738 

宇 多 津 町   3 65 28 96 202 

丸 亀 市  31 392 138 561 1,281 

綾 川 町  3 56 24 83 198 

多 度 津 町  8 76 31 115 244 

まんのう町  7 40 16 63 154 

善 通 寺 市  8 89 47 144 328 

琴 平 町  2 35 8 45 99 

計 87 1,000 373 1,460 3,244 

西讃保健福祉事務所 
観 音 寺 市  27 170 69 266 512 

三 豊 市  23 145 68 236 618 

計 50 315 137 502 1,130 

高 松 市 保 健 所  高 松 市  190 1,513 605 2,308 4,406 

合    計 373 3,305 1,271 4,949 10,144 
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９ 精神医療審査会 

 

 精神医療審査会は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第 38条の 3第 2項（定期の報告等

による審査）及び法第 38条の 5第 2項（退院等の請求による審査）の規定による審査を行っている。当

センターでは、法第 12条に基づき、平成 14年 4月から精神医療審査会事務を実施している。 

当県の精神医療審査会は 3合議体からなり、各合議体が概ね 3週毎に審査を行っている。 

 

（１）委員構成 

 

（２）審査状況 

①審査会開催状況   合議体開催：17回  全体会：年 2回 

②合議体による審査 

ア：定期報告等の審査結果 

 

イ：退院等請求の審査結果 

 委員数（1合議体当たり） 予備委員 計 

精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 9（3） 0 9 

法律に関し学識経験を有する者 3（1） 2 5 

その他の学識経験を有する者 3（1） 3 6 

計 15（5） 5 20 

               審査件数 

審 査 結 果 

現在の入院形態

が適当 

他の入院形態へ

の移行が適当 
入院継続不要 

医療保護入院届 630 630 0 0 

入院中の 

定期病状報告 

医療保護入院 332 332 0 0 

措置入院 43 43 0 0 

合 計 1005 1005 0 0 

 

審
査
受
理
件
数 退

院
又
は
取
り
下
げ 次

年
度
繰
り
越
し 審

査
件
数 審   査   結   果 

 

現在の入院

形態または

処遇が適当 

 

他の入院

形態への

移行が適

当 

 

合議体が定

める期間内

に他の入院

形態への移

行が適当 

 

入院の継

続は適当

でない 

 

処 遇 は

適 当 で

ない 

退院請求 58 10 2 46 40 4 1 1 0 

処遇改善請求 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

計 60 12 2 46 40 4 1 1 0 
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Ⅲ 資料  
１ 法規関係 

 

（１）精神保健福祉法 

 

第六条  都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関 (以

下「精神保健福祉センター」という。 )を置くものとする。  

２  精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。  

一  精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。  

二  精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行

うこと。  

三  精神医療審査会の事務を行うこと。  

四  第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定 (精神障害者に係るものに

限る。 )に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。  

五  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又

は第五十一条の七第二項の規定により、市町村 (特別区を含む。第四十七条第三項及び

第四項を除き、以下同じ。 )が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給

の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。  

六  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又

は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な

援助を行うこと。  

 

 

 

（２）精神保健福祉センター運営要領（平成 25年 4月 26日障発 0426第 6号による改正現在） 

平成 8年 1月 19日 健医発第 57号 

各都道府県知事各指定都市市長宛 

厚生省保健医療局長通知 

  

精神保健福祉センター (以下「センター」という。 )は、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律 (以下「法」という。 )第六条に規定されているとおり、精神保健及び精神障害者の福祉に関

する知識の普及を図り、調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑困難なものを行うとと

もに、精神医療審査会の事務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成十七年法律第一二三号。以下「障害者総合支援法」という。）第五三条第一項

及び法第四五条第一項の申請に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを

行う施設であって、次により都道府県 (指定都市を含む。以下同じ。 )における精神保健及び精

神障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動推進の中核とな

る機能を備えなければならない。  
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1 センターの目標  

センターの目標は、地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医

療の推進から、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助に至る

まで、広範囲にわたっている。  

この目標を達成するためには、保健所及び市町村が行う精神保健福祉業務が効果的に展

開されるよう、積極的に技術指導及び技術援助を行うほか、その他の医療、福祉、労働、教育、

産業等の精神保健福祉関係諸機関 (以下「関係諸機関」という。 )と緊密に連携を図ることが必

要である。  

 

2 センターの組織  

センターの組織は、原則として総務部門、地域精神保健福祉部門、教育研修部門、調査

研究部門、精神保健福祉相談部門、精神医療審査会事務部門及び自立支援医療（精神

通院医療）・精神障害者保健福祉手帳判定部門等をもって構成する。  

職員の構成については、所長のほか、次の職員を擁することとするが、業務に支障がないとき

は、職務の共通するものについて他の相談機関等と兼務することも差し支えないこと。  

なお、ここで示す職員の構成は、標準的な考え方を示すものである。  

医師 (精神科の診療に十分な経験を有する者であること。 )  

精神保健福祉士  

臨床心理技術者  

保健師  

看護師  

作業療法士  

その他センターの業務を行うために必要な職員  

また、その職員のうちに精神保健福祉相談員の職を置くよう努めるとともに、所長には、精神

保健福祉に造詣の深い医師を充てることが望ましいこと。  

 

3 センターの業務  

センターの業務は、企画立案、技術指導及び技術援助、人材育成、普及啓発、調査研究、

資料の収集、分析及び提供、精神保健福祉相談、組織の育成、精神医療審査会の審査に

関する事務並びに自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉手帳の判定な

どに大別されるが、それらは極めて密接な関係にあり、これらの業務の総合的な推進によって地

域精神保健福祉活動の実践が行われなければならない。  

(1) 企画立案  

地域精神保健福祉を推進するため、都道府県の精神保健福祉主管部局及び関係諸機

関に対し、専門的立場から、社会復帰の推進方策や、地域における精神保健福祉施策の計

画的推進に関する事項等を含め、精神保健福祉に関する提案、意見具申等をする。  

(2) 技術指導及び技術援助  

地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町村及び関係諸機関に対し、専門

的立場から、積極的な技術指導及び技術援助を行う。  

(3) 人材育成  
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保健所、市町村、福祉事務所、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う事

業所等その他の関係諸機関等で精神保健福祉業務に従事する職員等に、専門的研修等

の教育研修を行い、人材の育成技術的水準の向上を図る。  

(4) 普及啓発  

都道府県規模で一般住民に対し精神保健福祉の知識、精神障害についての正しい知識、

精神障害者の権利擁護等について普及啓発を行うとともに、保健所及び市町村が行う普及

啓発活動に対して専門的立場から協力、指導及び援助を行う。  

(5) 調査研究  

地域精神保健福祉活動の推進並びに精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経

済活動への参加の促進等についての調査研究をするとともに、必要な統計及び資料を収集

整備し、都道府県、保健所、市町村等が行う精神保健福祉活動が効果的に展開できるよう

資料を提供する。  

(6) 精神保健福祉相談  

センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難

なものを行う。心の健康相談から、精神医療に係る相談、社会復帰相談をはじめ、アルコール、

薬物、思春期、認知症等の特定相談を含め、精神保健福祉全般の相談を実施する。センタ

ーは、これらの事例についての相談指導を行うためには、総合的技術センターとしての立場か

ら適切な対応を行うとともに、必要に応じて関係諸機関の協力を求めるものとする。  

(7) 組織育成  

地域精神保健福祉の向上を図るためには、地域住民による組織的活動が必要である。こ

のため、センターは、家族会、患者会、社会復帰事業団体など都道府県単位の組織の育成

に努めるとともに、保健所、市町村並びに地区単位での組織の活動に協力する。  

(8) 精神医療審査会の審査に関する事務  

精神医療審査会の開催事務及び審査遂行上必要な調査その他当該審査会の審査に関

する事務を行うものとする。  

また、法第三八条の四の規定による請求等の受付についても、精神保健福祉センターにお

いて行うなど審査の客観性、独立性を確保できる体制を整えるものとする。  

(9) 自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉手帳の判定  

センターは、法第四五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請に対する

判定業務及び障害者総合支援法第五二条第一項の規定による自立支援医療（精神通院

医療）の支給認定を行うものとする。  

 

4 その他  

(1) センターは、診療機能や、デイケア、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス等

のリハビリテーション機能をもつことが望ましい。診療機能及びリハビリテーション機能をもつに

際しては、精神医療審査会事務並びに自立支援医療（精神通院医療）費公費負担及び

精神障害者保健福祉手帳の判定を行うことから、その判定等が公正に行われるよう、透明

性及び公平性の確保に配慮する必要がある。  

(2) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成

一五年法律第一一〇号 )による地域社会における処遇については、保護観察所長が定める

処遇の実施計画に基づき、地域精神保健福祉業務の一環として実施されるものであり、セ

ンターにおいても保護観察所等関係機関相互の連携により必要な対応を行うことが求めら

れる。  
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(3) その他、センターは、地域の実情に応じ、精神保健福祉の分野における技術的中枢として、

必要な業務を行う。  

 

 

（３）香川県精神保健福祉センター条例（昭和 42年 3月 16日条例第 3号） 

改正 昭和 63年 3月 24日条例第 12号、平成 7年 7月 7日条例第 34号、平成 14年 3月 27日条例第 25号、平成 18年

3月 28日条例第 18号、平成 24年 3月 23日条例第 24号、平成 25年 3月 22日条例第 14号 

 

（設置） 

第１条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123号。以下「法」とい

う。）第６条第１項の規定に基づき、香川県精神保健福祉センター（以下「精神保健福祉センタ

ー」という。）を高松市に設置する。  

一部改正〔昭和 63年条例 12号・平成７年 34号・14年 25号〕 

（業務） 

第２条  精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。  

(１)  精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及  

(２)  精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究  

(３)  精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの  

(４)  精神障害者の診療  

(５)  香川県精神医療審査会の事務  

(６)  法第 45条第１項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成 17年法律第 123号）第 52条第１項に規定する支給認定（精神障害者

に係るものに限る。）に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの  

(７)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 22条第２項又は第 51

条の７第２項の規定による市町が同法第 22条第１項又は第 51条の７第１項の支給の要否の決

定を行うに当たっての意見陳述  

(８)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 26条第１項又は第 51

条の11の規定による市町に対する技術的事項についての協力その他必要な援助精神障害

者保健福祉手帳の申請に対する判定業務  

(９)  前各号に掲げるもののほか、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために

必要な業務  

一部改正〔昭和 63年条例 12号・平成７年 34号・14年 25号・18年 18号・24年 24号・25年

14号〕 

（使用料及び手数料） 

第３条  精神保健福祉センターを利用する者は、香川県使用料、手数料条例（昭和 27年香川県

条例第２号）の定めるところにより、使用料又は手数料を納入しなければならない。  

一部改正〔昭和 63年条例 12号・平成７年 34号〕 

（補則） 

第４条  この条例に定めるもののほか、精神保健福祉センターの管理について必要な事項は、規則

で定める。 

一部改正〔昭和 63年条例 12号・平成７年 34号〕 

附  則  

１ この条例は、昭和 42年４月１日から施行する。  
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２ 香川県精神衛生相談所設置条例（昭和 27年香川県条例第 29号）は、廃止する。 

附  則（昭和 63年３月 24日条例 12号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。（後略）  

附  則（平成７年７月７日条例第 34号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 14年３月 27日条例第 25号） 

この条例は、平成 14年４月１日から施行する。  

附  則（平成 18年３月 28日条例第 18号） 

この条例は、平成 18年４月１日から施行する。（後略） 

附  則（平成 24年３月 23日条例第 24号） 

この条例は、平成 24年４月１日から施行する。  

附  則（平成 25年３月 22日条例第 14号） 

この条例は、平成 25年４月１日から施行する。（後略） 

 

 

（４）香川県精神保健福祉センター規則（昭和 42年４月１日規則第 21号） 

改正 昭和 44年３月 31日規則第６号、50年５月 31日第 32号、63年６月 30日第 37号、平成２年５月 31日第 35号、平成３年５

月 31日第 3４号、５年５月 31日第 35号、平成７年７月７日第 55号、平成 15年３月 24日第 19号、平成 17年３月 29日第

46号、平成 18年３月 28日第 14号、平成 20年３月 25日第 13号 

 

（趣旨） 

第１条  この規則は、香川県精神保健福祉センター条例（昭和 42年香川県条例第３号）第４条の

規定に基づき、香川県精神保健福祉センター（以下「精神保健福祉センター」という。）の管理に

ついて必要な事項を定めるものとする。  

一部改正〔昭和 63年規則 37号・平成７年 55号・15年 19号〕 

（職員） 

第２条  精神保健福祉センターに次の職員を置く。  

(１)  所長  

(２)  次長  

(３)  副主幹  

(４)  主任  

(５)  その他の職員  

一部改正〔昭和 50年規則 32号・63年 37号・平成２年 35号・３年 34号・５年 35号・７年 55

号・17年 46号・18年 14号〕 

（職務） 

第３条  所長は、上司の命を受けて精神保健福祉センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監

督する。 

２ 次長は、所長を補佐する。  

３ 副主幹及び主任は、上司の命を受けて、業務を処理する。  

４ その他の職員は、上司の命を受けて、業務に従事する。  

全部改正〔昭和 50年規則 32号〕、一部改正〔平成２年規則 35号・３年 34号・５年 35号・

15年 19号・17年 46号・18年 14号〕 
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（使用料） 

第４条  香川県使用料、手数料条例（昭和 27年香川県条例第２号）別表第１  第１表  使用料の

部  ２  公の施設の使用料香川県精神保健福祉センターの項に規定する規則で定める額（以下

「使用料の額」という。）は、診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59号。以下「算

定方法」という。）により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる場合の使用料の額は、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。  

(１)  労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）の規定による療養の給付を受けた場合  

労働者災害補償保険法の規定に基づき定められた額  

(２)  自動車損害賠償保障法（昭和 30年法律第 97号）の適用を受けて傷害に関する診療を受け

た場合  算定方法第２号中「10円」とあるのを「15円」と読み替えて算定方法により算定した額  

全部改正〔平成 15年規則 19号〕、一部改正〔平成 17年規則 46号・18年 14号・20年 13

号〕 

（補則） 

第５条  この規則に定めるもののほか、精神保健福祉センターの管理に関し必要な事項は、所長が

定める。 

全部改正〔平成 15年規則 19号〕、一部改正〔平成 17年規則 46号〕 

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和 44年３月 31日規則第６号） 

この規則は、昭和 44年４月１日から施行する。  

附  則（昭和 50年５月 31日規則第 32号） 

この規則は、昭和 50年６月１日から施行する。  

附  則（昭和 63年６月 30日規則第 37号） 

この規則は、昭和 63年７月１日から施行する。  

附  則（平成２年５月 31日規則第 35号） 

この規則は、平成２年６月１日から施行する。  

附  則（平成３年５月 31日規則第 34号） 

この規則は、平成３年６月１日から施行する。  

附  則（平成５年５月 31日規則第 35号） 

この規則は、平成５年６月１日から施行する。  

附  則（平成７年７月７日規則第 55号） 

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 15年３月 24日規則第 19号） 

この規則は、平成 15年４月１日から施行する。  

附  則（平成 17年３月 29日規則第 46号） 

この規則は、平成 17年４月１日から施行する。  

附  則（平成 18年３月 28日規則第 14号） 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。  

附  則（平成 20年３月 25日規則第 13号） 

この規則は、平成 20年４月１日から施行する。  
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２ 地域精神保健福祉関係年表 
（平成２８年４月 1日現在） 

年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

1950 (S25)年 5月   「精神衛生法」公布 

1952 (S27)年 12月 
香川県精神衛生相談所設置条例公布 

高松保健所に併設される 

 

 

 

 

1963 (S38)年    全国精神衛生実態調査 

1964 (S39)年 10月  病院家族会発足（丸亀病院）   

1965 (S40)年  6月  保健所の業務に精神衛生が加わる 「精神衛生法」改正 

1966 (S41)年  2月 
 

 
香川県断酒会発足 

保健所における精神衛生業務について（公衆
衛生局長通知） 

 4月  保健所に精神衛生相談員の配置（高松保健所）  

1967 (S42)年  

 
4月 

香川県精神衛生センター条例公布 

保健衛生センター内に設置される 
  

1969 (S44)年 4月   
精神衛生センター運営要領について 

（公衆衛生局長通知） 

1970 (S45)年 3月  精神科クリニック開始（磯島クリニック）  

1971 (S46)年 4月  地域家族会発足（高松保健所管内むつみ会）  

1971 (S46)年 10月  第 1回香川県精神衛生大会  

1972 (S47)年 12月 デイケア開始   

1973 (S48)年  9月 現在の合同庁舎内に移転 生活の発見会発足  

1974 (S49)年  4月   
精神科作業療法、精神科デイケア診療報酬点
数化 

1975 (S50)年  4月  保健所デイケア開始（観音寺保健所）  

 10月  香川県精神障害者家族連合会結成  

1977 (S52)年 4月  全保健所に地域家族会結成  

1978 (S53)年 4月  香川県精神障害者家族教育指導事業の実施  

1979 (S54)年 8月  第１回「目で見る精神保健展」  

1980 (S55)年 4月  病院デイケア開始（三船病院）  

1982 (S57)年 4月 

香川県使用料、手数料条例の一部改正によ
り、受診者負担を 8割相当額とする。 

酒害相談事業開始 

精神障害者家族相談事業の実施 

 

 

 

 6月  痴呆性老人をかかえる家族の会発足  
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年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

1983 (S58)年 5月  全保健所での精神保健相談員の配置完了  

1984 (S59)年 4月  
通所患者リハビリテーション事業の実施 

地域家族会による薬草園営業開始（むつみ会） 
 

 8月  「むつみ会第１作業所」開設  

 10月  香川いのちの電話開局  

1985 (S60)年 4月 心の健康づくり事業開始 酒害対策関係者会発足（高松保健所）  

1986 (S61)年 4月  精神障害者共同作業所運営事業の実施  

 6月  共同住居「清和荘」開設  

1987 (S62)年 4月 思春期相談事業開始 酒害家族教室の開始（琴平保健所） 精神障害者小規模作業所運営助成事業の実施 

 5月 オリーブの会（女性酒害者の断酒会）発足   

 8月 思春期の子どもをもつ親の会開始   

 10月 酒害家族教室開始   

1988 (S63)年 4月 
 

 

「白梅会八十場作業所」開設 

三豊地域共同作業所「あゆみ会」開設 

 

 

 

 

 

7月 

「精神保健センター」に名称変更 

 

 

「むつみ会第２作業所」開設 

 

 

「精神保健法」施行 

精神障害者社会復帰施設の設置及び運営につ

いて（保健医療局長通知） 

1989 (H1)年 11月  共同作業所「コスモスの家」開設  

1990 (H2)年 1月 精神保健ボランティア養成講座開始   

 3月  
「たんぽぽ会協同作業所」開設 

精神保健ボランティア自主研究会発足 
 

 6月 精神保健センターデイケア保険診療化   

1991 (H3)年 2月  かがわマインド（精神保健ボランティア）結成  

1992 (H4)年 3月  老人性痴呆疾患センター丸亀病院に併設  

 4月 「こころの電話相談」事業開始 共同作業所「おりいぶ工房」開設  

1993 (H5)年 4月   全国精神障害者団体連合会結成 

 8月   
「世界精神保健連盟世界会議」千葉県にて開
催 

 11月  
精神保健ボランティア講座開始（観音寺保健
所） 

 

 12月   精神分裂病家族教室開始（高松保健所） 「障害者基本法」施行 
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年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

1994 (H6)年 4月  グループホーム「五月荘」開設 「精神保健法等の一部改正する法律」施行 

1995 (H7)年 5月  グループホーム「やよい荘」開設 「精神保健法」改正 

 7月 「精神保健福祉センター」に名称変更  
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律」制定 

 8月  「アルコール問題を考えよう会・かがわ」発足  

 12月  精神障害者通所授産施設「川島荘」開設 「障害者プラン」策定 

1996 (H8)年 1月 地域精神保健福祉対策促進事業開始 
地域精神保健福祉対策促進事業（５保健所開
始） 

「精神保健福祉センター運営要領」通知（保

健医療局長） 

「保健所及び市町村における精神保健福祉業
務運営要領」通知（保健医療局長） 

 4月  
精神障害者援護寮「オリーブ寮」開設 

地域生活支援センター「オリーブ」開始 
 

1997 (H9)年 4月  精神障害者援護寮「花園荘」開設  

 

6月 

 

 

 

 

「不登校児の学びの支援を考える会」発足 

地域生活支援センター「はなぞの」開始 

地域精神保健福祉対策促進事業（全保健所にて
開始） 

 

 

 9月  「香川の精神福祉を考える会」発足  

 10月 

デイケア室５階に拡張移転 

「精神障害者のためのピアワーク学習会」
開始 

 

 

 

 

 12月  香川県障害者施策推進基礎調査の実施  

1998 (H10)年 1月  グループホーム「ビアーズ館」開設  

 3月  「香川ＮＡＢＡ」発足（現在休止中）  

 

 

4月 

 

「障害者の明るいくらし」促進事業開始 

 

精神障害者援護寮「牟原寮」開設 

地域生活支援センター「クリマ」開始 

「精神保健福祉士法」施行 

 

 9月  「香川県の精神保健福祉」発行  

1999 (H11)年 3月  

「アルコール問題を考えよう会・かがわ」が「ア
ディクション問題を考えよう会・かがわ」に名
称変更 
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年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

1999 (H11)年 4月  

精神障害者通所授産施設「八十場若竹園」開設 

精神障害者援護寮「五色台」開設 

地域生活支援センター「中讃地域生活支援セン
ター」開設 

 

 

 
5月  

「香川の精神保健福祉を考える会」ＮＰＯ法人
取得 

 

 

 
6月 

 

 

香川県障害者介護等支援サービス（ケアマネジ
メント）体制整備推進事業開始 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
等の一部を改正する法律」の公布 

 10月  共同作業所「やすらぎの里」開設 地域福祉権利擁護事業開始 

2000 (H12)年 4月 

電子メール相談開始 

ホームページ開設 

 

 

精神障害者援護寮「しらさぎ荘」開設 

地域生活支援センター「ありあけ」開設 

香川県精神障害者訪問介護（ホームヘルプサー
ビス）試行的事業開始 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
等の一部を改正する法律」施行 

「成年後見制度」施行 

 5月  グループホーム「ホームオリーブ」開設  

 6月   「社会福祉法」施行 

 7月  「グリーフワーク研究会」発足  

2001 (H13)年 9月 

 

 

 

丸亀保健所管内家族会「たんぽぽ会」と三船病
院家族会「こだま会」が合併「丸亀広域家族会」

として発足 

 

 

 
10月 

第 37 回全国精神保健福祉センター研究協
議会を香川にて開催 

共同作業所「リトルウェスト」開設 

 
 

2002 (H14)年 4月 

香川県精神医療審査会事務開始 

精神障害者通院医療費公費負担及び精神障
害者保健福祉手帳の判定事務開始 

「香川県精神保健福祉センター条例の一部
を改正する条例」施行 

  

 5月  地域生活支援センター「ほっと」開設  

 6月   
日本精神神経学会において「精神分裂病」を
「統合失調症」へ呼称変更決定 

 10月 図書室、電話相談室増設移転 「Ｃｓクリエーション」ＮＰＯ法人取得  

 

 
12月   

「新障害者基本計画及び重点施策実施５か年
計画」策定 

2003 (H15)年 1月 デイケア室４階に拡張移転 
精神障害者小規模通所授産施設「江尻若竹園」
開設 
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年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

2003 (H15)年 3月  「かがわ障害者プラン」策定  

 4月 
デイケアを「思春期・青年期デイケア」に
移行 

 

 

 

 

 5月  福祉ホームＢ型「福祉ホーム五色台」開設  

 

 
7月  

香川県精神障害者退院促進支援事業開始 

 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
た者の医療及び観察等に関する法律」（心神喪
失等医療観察法）公布 

 

 

10月 

 
 

小規模通所授産施設「ワイワイ創造館」、 

福祉ホームＢ型「コミュニティハウス未来」、
地域生活支援センター「ライブサポートセンタ
ー」開設 

 

 

2004 (H16)年 3月  「グリーフワーク・かがわ」発足  

 4月  中讃保健福祉事務所開設  

 6月   「障害者基本法」改定 

 7月  香川県精神科救急医療システム事業開始  

 

 

9月 

 

 

 

 

共同作業所「おへんろのこくぶ」開設 

「精神保健福祉の改革ビジョン」発表 

「今後の障害保健福祉施設について」（改革の

グランドデザイン案）発表 

 

 
12月 

 

 

 

 

「痴呆」に替わる用語として「認知症」を用
いる（厚生労働省老健局長通知） 

2005 (H17)年 3月 「社会資源情報マップ」発行   

 4月   「発達障害者支援法」施行 

 

 
5月 

「青年期ひきこもり」親のグループワーク
開始 

 

 
 

 7月   「医療観察法」施行 

 8月  福祉ホームＢ型「ホームみどり」開設  

 9月  グループホーム「ビアーズ 2号館」開設  

 10月  グループホーム「わかたけ」開設  

2006(H18)年 4月   「障害者自立支援法」施行 

 10月   

「精神病院の用語の整理等のための関係法律
の一部を改正する法律」の公布 

「自殺対策基本法」施行 
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年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

2007 (H19)年 4月 

思春期・青年期デイケアにショート・ケア
を導入 

 

 

香川県発達障害者支援センター「アルプスかが
わ」開設 

高次脳機能障害支援普及事業開始（支援拠点機
関としてかがわ総合リハビリテーションセン
ターに委託） 

 

 

 

 

 

 6月   「自殺総合対策大綱」策定 

2010 (H22)年 7月 
「自殺予防のためのハイリスク対象者訪問
等支援事業」の開始に当たり、事務室拡張 

 

 

 

 

2011 (H23)年 6月 
ひきこもり地域支援対策事業「ひきこもり
地域支援センター アンダンテ」を開設 

 

 

 

 

 

 
9月 

 

 

「全国精神保健福祉家族大会みんなねっと香
川大会」を香川にて開催 

 

 

 11月 診療・デイケア休止   

 12月  香川ダルク設立  

2012 (H24)年 10月   「障害者虐待防止法」施行 

2013 (H25)年 4月   

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（障害者総合支援法）」施
行 

2014 (H26)年 4月   
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
等の一部を改正する法律」施行 

2015 (H27)年 3月  第 4期「かがわ障害者プラン」策定  

2016 (H28)年 4月   「障害者差別解消法」施行 
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